
「豊橋市西川老人憩の家」に係る指定管理者候補者の選定について 

 

１．施設の名称 

  豊橋市西川老人憩の家 

 

２．指定管理者候補者 

（１）団体名：豊橋市西川老人憩の家運営委員会 

（２）代表者：委員長 山田 俊和 

（３）所在地：愛知県豊橋市石巻西川町字安川下１番地の１７ 

 

３. 非公募の理由  

   本施設は、高齢者の健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合

的に供与することを目的として設置されています。老人憩の家は、地元の住民による利用

がほとんどであり、地域に密着した施設の運営管理を目指しているため、地元の老人クラ

ブを中心とした地域団体の役員等で構成される豊橋市西川老人憩の家運営委員会を選定

対象とすることが、適切で効果的な運営管理に資するものと認められることから、公募に

よらず、同団体を指定管理者の選定対象としました。 

 

４. 選定理由 

   事業計画書の提案を受け、その内容を審査したところ、主な取組みとして以下の提案が

あり、これらは施設の設置目的に沿い、効果的な運営管理に資する提案として認められま

した。 

  ①施設の設置目的及び法令遵守義務を十分に理解し、地元密着型の施設という特徴を生か

し、利用者の要望にきめ細やかに対応することでサービス向上を図る提案となっている。 

  ②施設の清掃や整理整頓を適切に行い、施設の状況を随時把握し、適切な維持管理を行う

提案となっている。 

  ③地域密着型の施設として利用者の協力を得ながら管理コスト削減する提案となってい

る。 

 

５．選定委員会                            

区分 氏名 専門分野 

委員長 辻村 尚子 社会福祉（豊橋創造大学准教授） 

委員 水野 利男 地域福祉（豊橋市民生委員児童委員協議会元常任理事） 

委員 荻野 義昭 障害福祉（愛知県肢体不自由児者父母の会連合会会長） 

委員 杉浦 健滋 経理・財務（東海税理士会豊橋支部理事） 

委員 木佐貫 美紀子 内部（長寿介護課長） 

 



 

６．指定期間 

  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで（５年間） 

  ※令和５年１２月市議会での審議、議決を経て指定管理者に指定されます。 

 

７．選定の経過 

  仕様書の送付             令和５年８月２日 

  質問締切               令和５年８月９日（質問なし） 

  申請書類の提出期限          令和５年８月２５日 

  指定管理者候補者選定委員会      令和５年１１月６日 

 

 

 

 

問合せ先 

 豊橋市福祉部長寿介護課 

  電話 0532(51)2330 


